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(54)【発明の名称】 蛍光画像保存装置

(57)【要約】
【課題】  生体組織を観察する蛍光画像保存装置におい
て、不要な画像の保存を防止し、より多くの画像を保存
することができるようにする。
【解決手段】  励起光Ｌｅの照射を受けた生体組織１か
ら発せられた蛍光による像Ｚｋを蛍光画像取得ユニット
３０により撮像して蛍光画像を取得すると共に、可視光
の波長領域を有する通常光Ｌｔの照射を受けた生体組織
１によって反射された反射通常光による像Ｚｔを通常光
画像取得ユニット４０により撮像して通常光画像を取得
するにあたり、上記取得された蛍光画像および通常光画
像の強度に基づいて、これらの画像が観察に適さない観
察不適画像であるか否かを画像判定手段６２によって判
定し、観察不適画像であると判定された画像の画像保存
手段５０への保存を禁止する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  励起光の照射を受けた生体組織から発せ
られた蛍光による像を撮像して蛍光画像を取得する蛍光
画像取得手段と、可視光の波長領域を有する通常光の照
射を受けた前記生体組織によって反射された反射通常光
による像を撮像して通常光画像を取得する通常光画像取
得手段と、前記取得された蛍光画像および通常光画像を
保存する画像保存手段とを備えた蛍光画像保存装置であ
って、
前記取得された蛍光画像および／または通常光画像の強
度に基づいて該蛍光画像および／または通常光画像が観
察に適さない観察不適画像であるか否かを判定する画像
判定手段と、該画像判定手段により観察不適画像である
と判定された画像の前記画像保存手段への保存を禁止す
る保存制御手段とを備えたことを特徴とする蛍光画像保
存装置。
【請求項２】  励起光の照射を受けた生体組織から発せ
られた蛍光による像を撮像して蛍光画像を取得する蛍光
画像取得手段と、可視光の波長領域を有する通常光の照
射を受けた前記生体組織によって反射された反射通常光
による像を撮像して通常光画像を取得する通常光画像取
得手段と、前記取得された蛍光画像および通常光画像の
いずれかを観察対象画像として選択する選択手段と、該
選択された観察対象画像を表示する表示手段と、前記取
得された蛍光画像および通常光画像を保存する画像保存
手段とを備えた蛍光画像保存装置であって、
前記選択手段によって選択されている観察対象画像のみ
を前記画像保存手段に保存可能とする保存制御手段を備
えたことを特徴とする蛍光画像保存装置。
【請求項３】  励起光の照射を受けた生体組織から発せ
られた蛍光による像を撮像して蛍光画像を取得する蛍光
画像取得手段と、可視光の波長領域を有する通常光の照
射を受けた前記生体組織によって反射された反射通常光
による像を撮像して通常光画像を取得する通常光画像取
得手段と、前記取得された蛍光画像および通常光画像の
いずれかを観察対象画像として選択する選択手段と、該
選択された観察対象画像を表示する表示手段と、前記蛍
光画像および通常光画像を保存する画像保存手段とを備
えた蛍光画像保存装置であって、
前記取得された蛍光画像および／または通常光画像の強
度に基づいて、該蛍光画像および／または通常光画像が
観察に適さない観察不適画像であるか否かを判定する画
像判定手段と、前記選択手段によって選択されている観
察対象画像のみを前記画像保存手段に保存可能とすると
共に、前記画像判定手段により観察不適画像であると判
定された画像の前記画像保存手段への保存を禁止する保
存制御手段とを備えたことを特徴とする蛍光画像保存装
置。
【請求項４】  前記取得された蛍光画像の強度が該蛍光
画像に含まれるダークノイズの強度であり、前記取得さ*
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*れた通常光画像の強度が該通常光画像に含まれるダーク
ノイズの強度であることを特徴とする蛍光画像保存装
置。
【請求項５】  前記選択手段が、外部からの入力信号に
よって前記観察対象画像を選択するものであることを特
徴とする請求項２または３記載の蛍光画像保存装置。
【請求項６】  前記保存制御手段が、前記画像を、前記
画像保存手段に、所定の時間間隔毎に保存させるもので
あることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項記
載の蛍光画像保存装置。
【請求項７】  前記保存制御手段が、前記画像を、前記
画像保存手段に、所望のタイミングにおいて静止画像と
して保存させるものであることを特徴とする請求項１か
ら５のいずれか１項記載の蛍光画像保存装置。
【請求項８】  前記保存制御手段が、前記画像を、前記
画像保存手段に、所定の時間間隔毎に保存させると共
に、所望のタイミングにおいて静止画像として保存させ
るものであることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１項記載の蛍光画像保存装置。
【請求項９】  前記保存制御手段が、前記所望のタイミ
ングにおける静止画像の保存を、前記所定の時間間隔毎
の画像の保存より優先して実行させることを特徴とする
請求項８項記載の蛍光画像保存装置。
【請求項１０】  前記蛍光画像保存装置が、生体内に挿
入される可撓性の挿入部を有する内視鏡装置であること
を特徴とする請求項１から９のいずれか１項記載の蛍光
画像保存装置。
【請求項１１】  前記励起光を射出する光源を備え、該
光源がＧａＮ系の半導体レーザであることを特徴とする
請求項１から１０のいずれか１項記載の蛍光画像保存装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体組織を観察す
る蛍光画像保存装置に関し、詳しくは、励起光の照射を
受けた生体組織から発生した蛍光による像を撮像して取
得した画像と可視光の波長領域を有する光を受けた生体
組織によって反射された反射光による像を撮像して取得
した画像とを保存する蛍光画像保存装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】従来より、励起光の照射を受けた生体組
織から発生した蛍光を画像として撮像し生体組織の病変
化の状態を観察する装置が知られている。例えば、生体
内に挿入される細長い可撓性の挿入部を有する内視鏡装
置を応用した装置として、体腔内の生体組織に波長４１
０ｎｍ近傍の励起光を照射し、この励起光の照射により
生体組織から発生した蛍光の強度とこの生体組織が受光
した励起光の強度との比率で表される蛍光収率や、この
生体組織から発生した蛍光中の４８０ｎｍ近傍の波長領
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3
域の強度と４３０ｎｍ～７３０ｎｍに亘る波長領域の強
度との比率で表される規格化蛍光強度等に基づいて作成
された蛍光画像によって生体組織の病変化の状態を観察
する蛍光内視鏡装置が研究されている。
【０００３】このような蛍光内視鏡装置においては、生
体組織から発生した蛍光による像を撮像して取得した生
体組織の病変化の状態を表す蛍光画像を表示させるだけ
でなく、可視光の波長領域を有する通常光の照射を受け
た生体組織によって反射された反射通常光による像を撮
像して取得した主に生体の形状や色等を表す通常光画像
をも表示させ、両画像を切替えて比較しながら観察を行
い生体組織の分析を行なっている。
【０００４】上記蛍光画像および通常光画像は、静止画
像もしくは動画像としてビデオテープやハードディスク
等の保存媒体を介して画像保存手段により保存され、そ
の後、これらの保存された画像は、生体組織を詳細に分
析するために再び用いられる。また、画像保存手段の画
像保存容量には限界があり、特に画像の保存は文字情報
等に比して多くの記憶容量を必要とするので、不用な画
像の保存は極力少なくして限られた保存容量を有効に利
用することが望まれる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな蛍光内視鏡装置においては、蛍光画像と通常光画像
とを切り替えながら観察している観察者によって画像を
保存する操作も行なわれており、観察する画像の切替え
と保存する画像の選択および保存操作等とを並行して行
なうので、操作ミスや判断ミスによって生体組織の分析
に不要な画像が保存されてしまうことがる。具体的に
は、例えば、蛍光画像と通常光画像とを間違えて保存し
てしまったり、被写体が遠くに位置する等の理由により
この被写体が撮像されたときの受光光量が少なくなり画
像のＳ／Ｎが低下して生体組織の形状、色および病変化
の状態等を正確に表していない観察に不適切な画像が保
存されてしまったりすることがある。このように不要な
画像が保存されると画像保存手段の保存容量が無駄に消
費され、その結果、生体組織の分析に用いられる有効な
画像の保存容量が減少してしまうという問題が発生す
る。
【０００６】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、不要な画像の保存を防止することにより、より多
くの画像を保存することができる蛍光画像保存装置を提
供することを目的とするものであり、より具体的には、
本発明は、観察に不適切な画像の保存を防止することが
できる蛍光画像保存装置、および観察対象としている画
像のみを保存することができる蛍光画像保存装置を提供
することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の第１の蛍光画像
保存装置は、励起光の照射を受けた生体組織から発せら
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れた蛍光による像を撮像して蛍光画像を取得する蛍光画
像取得手段と、可視光の波長領域を有する通常光の照射
を受けた前記生体組織によって反射された反射通常光に
よる像を撮像して通常光画像を取得する通常光画像取得
手段と、前記取得された蛍光画像および通常光画像を保
存する画像保存手段とを備えた蛍光画像保存装置であっ
て、前記取得された蛍光画像および／または通常光画像
の強度に基づいて、これらの蛍光画像および／または通
常光画像が観察に適さない観察不適画像であるか否かを
判定する画像判定手段と、この画像判定手段により観察
不適画像であると判定された画像の前記画像保存手段へ
の保存を禁止する保存制御手段とを備えたことを特徴と
するものである。
【０００８】本発明の第２の蛍光画像保存装置は、励起
光の照射を受けた生体組織から発せられた蛍光による像
を撮像して蛍光画像を取得する蛍光画像取得手段と、可
視光の波長領域を有する通常光の照射を受けた前記生体
組織によって反射された反射通常光による像を撮像して
通常光画像を取得する通常光画像取得手段と、前記取得
された蛍光画像および通常光画像のいずれかを観察対象
画像として選択する選択手段と、この選択された観察対
象画像を表示する表示手段と、前記取得された蛍光画像
および通常光画像を保存する画像保存手段とを備えた蛍
光画像保存装置であって、前記選択手段によって選択さ
れている観察対象画像のみを前記画像保存手段に保存可
能とする保存制御手段を備えたことを特徴とするもので
ある。
【０００９】本発明の第３の蛍光画像保存装置は、励起
光の照射を受けた生体組織から発せられた蛍光による像
を撮像して蛍光画像を取得する蛍光画像取得手段と、可
視光の波長領域を有する通常光の照射を受けた前記生体
組織によって反射された反射通常光による像を撮像して
通常光画像を取得する通常光画像取得手段と、前記取得
された蛍光画像および通常光画像のいずれかを観察対象
画像として選択する選択手段と、この選択された観察対
象画像を表示する表示手段と、前記蛍光画像および通常
光画像を保存する画像保存手段とを備えた蛍光画像保存
装置であって、前記取得された蛍光画像および／または
通常光画像の強度に基づいて、これらの蛍光画像および
／または通常光画像が観察に適さない観察不適画像であ
るか否かを判定する画像判定手段と、前記選択手段によ
って選択されている観察対象画像のみを前記画像保存手
段に保存可能とすると共に、前記画像判定手段により観
察不適画像であると判定された画像の前記画像保存手段
への保存を禁止する保存制御手段とを備えたことを特徴
とするものである。
【００１０】前記取得された蛍光画像の強度は、この蛍
光画像に含まれるダークノイズの強度とすることがで
き、前記取得された通常光画像の強度は、この通常光画
像に含まれるダークノイズの強度とすることができる。
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【００１１】前記選択手段は、外部からの入力信号によ
って観察対象画像を選択するものとしてもよい。
【００１２】前記保存制御手段は、前記画像を画像保存
手段に、所定の時間間隔毎に保存させるものとしたり、
所望のタイミングにおいて静止画像として保存させるも
のとすることができる。さらに、所定の時間間隔毎に保
存させると共に、所望のタイミングにおいて静止画像と
して保存させるものとしてもよく、この場合、所望のタ
イミングにおける静止画像の保存を、所定の時間間隔毎
の画像の保存より優先して実行させるようにしてもよ
い。
【００１３】前記蛍光画像保存装置は、生体内に挿入さ
れる可撓性の挿入部を有する内視鏡装置とすることがで
きる。
【００１４】前記励起光を射出する光源は、ＧａＮ系の
半導体レーザとすることができる。
【００１５】なお、画像保存手段に保存させる画像は動
画像であっても静止画像であってもよく、動画像を所定
の時間間隔毎に保存させる場合には短時間に区切った動
画像を所定の時間間隔毎に保存させるようにすることが
できる。
【００１６】また、前記所定の時間間隔毎に保存させる
画像および所望のタイミングにおいて静止画像として保
存させる画像には観察不適画像であると判定された画像
が含まれないことは言うまでもない。
【００１７】
【発明の効果】本発明の第１の蛍光画像保存装置によれ
ば、取得された蛍光画像および通常光画像を保存する画
像保存手段を備えた蛍光画像保存装置において、取得さ
れた蛍光画像および／または通常光画像の強度に基づい
て、これらの蛍光画像および／または通常光画像が観察
に適さない観察不適画像であるか否かを判定する画像判
定手段と、観察不適画像であると判定された画像の画像
保存手段への保存を禁止する保存制御手段とを備えるよ
うにしたので、観察に不適切な画像は画像保存手段に保
存されず、不要な画像の保存による画像保存手段の保存
容量の無駄な消費を防止することができ、これにより、
観察に適したより多くの有効な画像を画像保存手段に保
存することができる。
【００１８】本発明の第２の蛍光画像保存装置によれ
ば、取得された蛍光画像および通常光画像のいずれかを
観察対象画像として選択する選択手段と、この選択され
た観察対象画像を表示する表示手段と、蛍光画像および
通常光画像を保存する画像保存手段とを備えた蛍光画像
保存装置において、選択手段によって選択されている観
察対象画像のみを画像保存手段に保存可能とする保存制
御手段を備えるようにしたので、観察対象画像としてい
る画像のみを画像保存手段に保存可能とし、この画像を
表示画像として確認することができる。すなわち、観察
対象画像として表示させている保存すべき画像のみが保
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存可能となるので、従来のように観察対処画像として表
示させている保存すべき画像以外の画像を誤って保存す
ることはない。したがって、不要な画像の保存による画
像保存手段の保存容量の無駄な消費を防止することがで
き、観察対象とするより多くの有効な画像を画像保存手
段に保存することができる。
【００１９】本発明の第３の蛍光画像保存装置によれ
ば、上記構成を組み合わせることにより、選択手段によ
って選択されている観察対象画像のみを画像保存手段に
保存可能とすると共に、画像判定手段により観察不適画
像であると判定された画像の画像保存手段への保存を禁
止する保存制御手段を備えるようにしたので、観察対象
画像のみが保存可能とされ、かつ観察に不適切な画像の
保存が禁止されるので、不用な画像の保存による画像保
存手段の保存容量の無駄な消費をより確実に防止するこ
とができ、画像保存手段により多くの有効な画像を保存
することができる。
【００２０】また、前記取得された蛍光画像の強度をこ
の蛍光画像に含まれるダークノイズの強度としたり、前
記取得された通常光画像の強度をこの通常光画像に含ま
れるダークノイズの強度としたりすれば、取得された画
像が観察不適画像であるか否かをより正確に判定するこ
とができる。
【００２１】また、選択手段を、外部からの入力信号に
よって観察対象画像を選択するものとすれば、画像の選
択をより容易に行なうことができる。
【００２２】また、保存制御手段を、前記画像を画像保
存手段に、所定の時間間隔毎に保存させるものとした
り、所望のタイミングにおいて静止画像として保存させ
るものとしたり、あるいは、所定の時間間隔毎に保存さ
せると共に、所望のタイミングにおいて静止画像として
保存させるものとしたりすれば、例えば操作ミスや判断
ミス等による不要な画像の保存をより減少させることが
できる。
【００２３】また、所望のタイミングにおける静止画像
の保存を、所定の時間間隔毎の画像の保存より優先して
実行させるようにすれば、所望のタイミングにおいて観
察される有効な画像をより確実に保存させることができ
る。
【００２４】また、蛍光画像保存装置を、生体内に挿入
される可撓性の挿入部を有する内視鏡装置とすれば生体
内をより容易に観察することができる。
【００２５】また、光源をＧａＮ系の半導体レーザとす
れば、光源をより小型化し、低コスト化することができ
る。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施の形
態について、図面を用いて説明する。図１は、本発明の
蛍光画像保存装置を、生体内に挿入される可撓性の挿入
部を有する蛍光内視鏡装置に適用した第１の実施の形態
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7
の概略構成を示すブロック図である。
【００２７】本発明の第１の実施の形態による蛍光内視
鏡装置１００は、励起光Ｌｅ、通常光Ｌｔおよび参照光
Ｌｓを射出する光源ユニット１０、光源ユニット１０か
ら射出された光を伝播させるライトガイド２１を内部に
有し体腔内に挿入される挿入ユニット２０、励起光Ｌｅ
の照射を受けた生体組織１から発せられる蛍光による像
Ｚｋを撮像して蛍光画像を取得する蛍光画像取得手段で
ある蛍光画像取得ユニット３０、可視光の波長領域を有
する通常光Ｌｔの照射を受けた生体組織１によって反射
された反射通常光による像を撮像して通常光画像を取得
する通常光画像取得手段である通常光画像取得ユニット
４０、前記取得された蛍光画像および通常光画像のいず
れかを観察対象画像として選択する選択手段６１、この
選択された観察対象画像を表示する表示手段である表示
器８１、および取得された蛍光画像および通常光画像を
保存する画像保存手段５０を備えている。
【００２８】また、上記蛍光内視鏡装置１００には、取
得された画像の強度に基づいて、蛍光画像および／また
は通常光画像が観察に適さない観察不適画像であるか否
かを判定する画像判定手段６２と、この画像判定手段６
２により観察不適画像であると判定された画像の画像保
存手段５０への保存を禁止すると共に、選択手段６１に
よって選択されている観察対象画像のみを画像保存手段
５０に保存可能とする保存制御手段６３とが配設されて
いる。
【００２９】光源ユニット１０は、波長４１０ｎｍの励
起光Ｌｅ、可視光の波長領域を有する通常光Ｌｔ、およ
び近赤外の波長領域を有する参照光Ｌｓをそれぞれ異な
るタイミングで発生しライトガイド２１に射出する。な
お、上記励起光の光源としてはＧａＮ系の半導体レーザ
が用いられている。
【００３０】挿入ユニット２０は、内部にライトガイド
２１、蛍光イメージガイド２５、および通常光イメージ
ガイド２７を有し、その先端に照射レンズ２２、対物レ
ンズ２３、および対物レンズ２６有する。ライトガイド
２１と照射レンズ２２を通して射出された励起光Ｌｅの
照射を受けて生体組織１から発生した蛍光による像（蛍
光像Ｚｋ）は対物レンズ２３によって蛍光イメージガイ
ド２５の端面２５Ａに結像され他端の端面２５Ｂに伝播
される。同様にライトガイド２１と照射レンズ２２を通
して射出された参照光Ｌｓの照射を受けて生体組織１に
よって反射された反射参照光による像（参照光像Ｚｓ）
も対物レンズ２３によって蛍光イメージガイド２５の端
面２５Ａに結像され他端の端面２５Ｂに伝播される。一
方、ライトガイド２１と照射レンズ２２を通して射出さ
れた通常光ｔの照射を受けて生体組織１によって反射さ
れた反射通常光による像（通常光像Ｚｔ）は対物レンズ
２６によって通常光イメージガイド２７の端面２７Ａに
結像され他端の端面２７Ｂに伝播される。
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【００３１】なお、対物レンズ２３に入射して蛍光イメ
ージガイド２５の端面２５Ａに伝播された光に含まれる
励起光は励起光カットフィルタ２４によって遮断され
る。
【００３２】蛍光画像取得ユニット３０は、蛍光イメー
ジガイド２５の端面２５Ｂに伝播され回転フィルタ３２
を通して結像レンズ３１によって結像された蛍光像Ｚｋ
および参照光像Ｚｓを撮像する蛍光撮像素子３３、蛍光
撮像素子３３から出力された蛍光画像および参照光画像
を表す画像信号の強度を検出し検出された検出値を出力
する蛍光画像強度検出器３４、蛍光画像強度検出器３４
を経由して伝達された画像信号をＡ／Ｄ変換して蛍光画
像をよび参照光画像を表す画像データとして出力するＡ
／Ｄ変換器３５、およびＡ／Ｄ変換器３５から出力され
た画像データに基づいて規格化蛍光強度あるいは蛍光収
率等を表す蛍光画像を作成する蛍光画像演算器３６を備
えている。
【００３３】なお、回転フィルタ３２は、図２に示すよ
うな扇状の、４３０ｎｍ～５３０ｎｍに亘る波長領域の
光を透過させる狭帯域フィルタ部３２Ａと、４３０ｎｍ
～７３０ｎｍに亘る波長領域の光を透過させる広帯域フ
ィルタ部３２Ｂと、７５０ｎｍ～９００ｎｍに亘る波長
領域の光を透過させる近赤外帯域フィルタ部３２Ｃとが
結合され一体化されたものであり、モータ３７によって
回転されている。
【００３４】通常光画像取得ユニット４０は、通常光イ
メージガイド２７の端面２７Ｂに伝播され結像レンズ４
１を通して結像された通常光像Ｚｔを撮像する通常光撮
像素子４３、通常光撮像素子４３から出力された通常光
画像を表す画像信号の強度を検出し検出された検出値を
出力する通常光画像強度検出器４４、および通常光画像
強度検出器４４を経由して伝達された画像信号をＡ／Ｄ
変換して通常光画像を表す画像データとして出力するＡ
／Ｄ変換器４５を備えている。
【００３５】画像保存手段５０は、蛍光画像を保存する
ハードディスクを媒体とする蛍光画像保存領域５１と通
常光画像を保存するビデオテープを媒体とする通常光画
像保存領域５２とを備えており、保存制御手段６３は、
後述する入力に基づいて保存可能とする画像や保存禁止
とする画像を定める。
【００３６】画像判定手段６２は、蛍光画像強度検出器
３４および通常光画像強度検出器４４から出力された蛍
光画像および通常光画像を表す画像信号の強度の検出値
を入力し、この検出値が閾値未満の場合にはその画像は
観察に適さない観察不適画像と判定し、その結果を保存
制御手段６３に対して出力する。
【００３７】なお、上記画像判定手段６２において設定
される蛍光画像の閾値は予め測定され定められた値であ
り、励起光Ｌｅ等の光を照射せずに蛍光画像強度検出器
３４によって多数回検出された画像に含まれるダークノ
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イズの強度の平均値Ｄと、これらのダークノイズの強度
を正規分布に当てはめたときの標準偏差の値σの２倍と
の和によって定められる。すなわち、閾値ＳはＳ＝Ｄ＋
２σの式によって定められる。また、通常光画像の閾値
は、通常光Ｌｔ等の光を照射せずに通常光画像強度検出
器４４によって多数回検出された画像に含まれるダーク
ノイズの強度に基づき上記蛍光画像の場合と同様の方式
によって定められる。
【００３８】選択手段６１は、外部のフットスイッチ８
２からの入力信号によって通常光画像および蛍光画像の
いずれかを観察対象画像として選択すると共に、この選
択結果を保存制御手段６３に対して出力する。フットス
イッチ８２によって選択された観察対象画像は映像信号
処理回路６５によって映像信号に変換された後、表示器
８１によって表示される。
【００３９】保存制御手段６３は、画像保存手段５０へ
画像を保存させる場合の複数の画像保存モードを有し、
第１の保存モードは画像を動画像あるいは静止画像とし
て所定の時間間隔毎に保存させ、第２の保存モードは画
像を所望のタイミングにおいて静止画像として保存さ
せ、第３の保存モードは画像を所定の時間間隔毎に動画
像あるいは静止画像として保存させると共に、所望のタ
イミングにおいて静止画像として保存させる。なお、第
３の保存モードにおいては、所望のタイミングにおける
静止画像の保存は、所定の時間間隔毎の画像の保存より
優先して実行される。また、上記所望のタイミングにお
ける静止画像の保存は、保存制御手段６３に接続されて
いる手元スイッチ８３を押すことにより実行される。
【００４０】また、この保存制御手段６３は、選択手段
６１および画像判定手段６２から出力された選択結果お
よび判定結果を入力し、選択手段６１によって選択され
ている観察対象画像のみを画像保存手段５０に保存可能
とすると共に、画像判定手段６２により観察不適画像で
あると判定された画像の画像保存手段５０への保存を禁
止する制御信号を画像保存手段５０に対して出力する。
【００４１】また、光源ユニット１０から発せられる励
起光Ｌｅ、通常光Ｌｔおよび参照光Ｌｓの照射のタイミ
ングや蛍光撮像素子３３および通常光撮像素子４３によ
る撮像のタイミングは回転フィルタ３２の回転と同期し
ており、これらの動作のタイミング等は装置制御ユニッ
ト６４によって制御されている。
【００４２】次に、上記第１の実施の形態における作用
について説明する。
【００４３】まず始めに、図示していない設定手段によ
り、保存制御手段６３の画像保存モードが第３の画像保
存モードに設定され、蛍光画像取得ユニット３０におい
て規格化蛍光強度を表す蛍光画像が取得されるように装
置制御ユニット６４の設定が行なわれる。すなわち、装
置制御ユニット６４から出力された命令によって、光源
ユニット１０においては、励起光Ｌｅあるいは通常光Ｌ
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ｔが射出されるように設定され、蛍光画像取得ユニット
３０においては蛍光撮像素子３３によって狭帯域蛍光画
像および広帯域蛍光画像が撮像され、さらに、蛍光画像
演算器３６によって規格化蛍光強度が演算されるように
設定される。
【００４４】次に、フットスイッチ８２によって、選択
手段６１が蛍光画像を観察対象画像として選択するよう
に設定する。この設定結果は選択手段６１から保存制御
手段６３および装置制御ユニット６４に出力され、保存
制御手段６３の制御により画像保存手段５０への蛍光画
像の保存のみが可能となるとともに、装置制御ユニット
６４からの命令によって光源ユニット１０から励起光Ｌ
ｅが射出される。
【００４５】この射出された励起光Ｌｅはライトガイド
２１および照射レンズ２２を通して生体組織１に照射さ
れ、生体組織１から発生した蛍光による像は、対物レン
ズ２３、蛍光イメージガイド２５、結像レンズ３１、お
よび回転フィルタ３２を通して蛍光撮像素子３３上に結
像され撮像される。このとき回転フィルタ３２の狭帯域
フィルタ部３２Ａを透過した４３０ｎｍ～５３０ｎｍに
亘る波長領域の蛍光による像は狭帯域蛍光画像として撮
像され、回転フィルタ３２の広帯域フィルタ部３２Ｂを
透過した４３０ｎｍ～７３０ｎｍに亘る波長領域の蛍光
による像は広帯域蛍光画像として撮像される。これらの
撮像された蛍光画像は、蛍光画像強度検出器３４を経由
して、Ａ／Ｄ変換器３５によってＡ／Ｄ変換され、それ
ぞれ狭帯域蛍光画像データおよび広帯域蛍光画像データ
として蛍光画像演算器３６に入力される。
【００４６】上記２種類の画像データが入力された蛍光
画像演算器３６おいては、両画像間の強度の比率が求め
られ、すなわち、規格化蛍光強度が求められ、その結果
は規格化蛍光画像データとして出力され、選択手段６１
および映像信号処理回路６５を経由して観察対象画像と
して表示器８１に表示される。
【００４７】このとき、蛍光画像は既に観察対象画像と
して選択されているので画像保存手段５０への保存が可
能となっており、さらに、蛍光画像強度検出器３４によ
って検出された蛍光画像の強度が閾値以上の強度を持つ
画像である場合には、画像判定手段６２によって観察不
適画像であるとは判定されないので、この蛍光画像の画
像保存手段５０への保存が可能となる。従って、第３の
画像保存モードの適用により蛍光画像が短時間の動画像
として所定の時間間隔毎に画像保存手段５０の蛍光画像
保存領域５１に保存されると共に、手元スイッチ８３を
押すことにより蛍光画像を静止画像として優先的に画像
保存手段５０へ保存させることも可能となる。
【００４８】なお、挿入ユニット２０が生体組織１から
遠ざかり、蛍光画像強度検出器３４によって検出される
蛍光画像が閾値未満の強度を持つ画像となるような場合
には、この蛍光画像は画像判定手段６２によって観察に
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適さない観察不適画像であると判定され、画像保存手段
５０への保存は禁止される。これにより、蛍光画像の所
定の時間間隔毎の画像保存手段５０への保存は中断さ
れ、手元スイッチ８３を押しても蛍光画像を静止画像と
して画像保存手段５０へ保存させることはできなくな
る。しかし、その後蛍光画像が閾値以上の強度を持つ画
像となると、この蛍光画像の画像保存手段５０への所定
の時間間隔毎の保存が再び開始される。
【００４９】上記状態において、フットスイッチ８２に
よって選択手段６１の設定が変更され、観察対象画像と
して通常光画像が選択されると、この設定結果は選択手
段６１から保存制御手段６３および装置制御ユニット６
４へ出力され、画像保存手段５０への通常光画像の保存
のみが可能になると共に、装置制御ユニット６４からの
命令によって励起光Ｌｅの照射が中止され、光源ユニッ
ト１０から通常光Ｌｔが射出される。この射出された通
常光Ｌｔはライトガイド２１および照射レンズ２２を通
して生体組織１に照射され、生体組織１によって反射さ
れた反射通常光による像は、対物レンズ２６、通常光イ
メージガイド２７、および結像レンズ４１を通して通常
光撮像素子４３上に結像され撮像される。
【００５０】上記撮像された蛍光画像は、通常光画像強
度検出器４４を経由してＡ／Ｄ変換器４５によってＡ／
Ｄ変換され、通常光画像データとして出力された後、選
択手段６１および映像信号処理回路６５を経由して観察
対象画像として表示器８１に表示される。
【００５１】このとき、通常光画像強度検出器４４によ
って検出された蛍光画像の強度が閾値以上の強度を持つ
画像である場合には、上記蛍光画像の場合と同様に、こ
の通常光画像は第３の画像保存モードに従って、所定の
時間間隔毎に画像保存手段５０の通常光画像保存領域５
２に保存され、手元スイッチ８３を押すことによりこの
通常光画像を静止画像として優先的に画像保存手段５０
へ保存させることもできる。
【００５２】なお、挿入ユニット２０が生体組織１から
遠ざかり、通常光画像強度検出器４４によって検出され
る通常光画像が閾値未満の強度を持つ画像となるような
場合には、上記と同様に、この通常光画像は画像判定手
段６２によって観察に適さない観察不適画像であると判
定され、画像保存手段５０への保存は禁止される。従っ
て、通常光画像の所定の時間間隔毎の画像保存手段５０
への保存は中断され、手元スイッチ８３を押しても通常
光画像を静止画像として画像保存手段５０へ保存させる
ことはできなくなる。しかし、その後通常光画像が閾値
以上の強度を持つ画像となると、この通常光画像の画像
保存手段５０への所定の時間間隔毎の保存が再び開始さ
れる。
【００５３】上記のように、観察対象としている画像の
みが保存されると共に、画像の強度が閾値未満の観察不
適画像の保存が禁止されることにより、不要な画像の保
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存が防止され、より多くの有効な画像を画像保存手段５
０に保存することができる。
【００５４】なお、上記の実施の形態においては、蛍光
画像取得ユニット３０によって規格化蛍光強度に基づく
蛍光画像を取得する例を示したが、図示していない設定
手段によって装置制御ユニット６４の設定を変更し、蛍
光画像取得ユニット３０において蛍光収率に基づく蛍光
画像を取得するようにすることもできる。すなわち、装
置制御ユニット６４の設定を変更することにより、光源
ユニット１０から励起光Ｌｅおよび参照光Ｌｓが射出さ
れるように設定し、蛍光画像取得ユニット３０の蛍光撮
像素子３３において広帯域蛍光画像および参照光画像が
撮像されるように設定し、さらに、蛍光画像演算器３６
において蛍光収率が演算されるように設定することによ
り蛍光収率に基づく蛍光画像を取得することができる。
【００５５】すなわち、回転フィルタ３２の広帯域フィ
ルタ部３２Ｂを透過した４３０ｎｍ～７３０ｎｍに亘る
波長領域の蛍光による像を広帯域蛍光画像として撮像
し、回転フィルタ３２の近赤外帯域フィルタ部３２Ｃを
透過した７５０ｎｍ～９００ｎｍに亘る波長領域の反射
参照光による像を参照光画像として撮像する。これらの
撮像された画像は、蛍光画像強度検出器３４を経由して
Ａ／Ｄ変換器３５によってＡ／Ｄ変換され、それぞれ広
帯域蛍光画像データおよび参照光画像データとして蛍光
画像演算器３６に入力される。蛍光画像演算器３６おい
ては、両画像間の強度の比率が求められ、すなわち、蛍
光収率が取得され、その結果は蛍光収率画像データとし
て出力されて、選択手段６１および映像信号処理回路６
５を経由して観察対象画像として表示器８１に表示され
る。なお、蛍光収率を表す蛍光画像の画像保存手段５０
への保存は、上記規格化蛍光強度を表す蛍光画像の場合
と同様に行なわれる。
【００５６】図３は、本発明の第２の実施の形態の蛍光
内視鏡装置の概略構成を示すブロック図である。第２の
実施の形態の蛍光内視鏡装置は、第１の実施の形態の蛍
光内視鏡装置における構成から、観察対象画像のみを画
像保存手段に保存可能とする構成を除いたものであり、
その他は第１の実施の形態と同様の構成からなる。以
下、第１の実施の形態の蛍光内視鏡装置と同様の構成に
ついては同じ符号を使用し説明を省略する。
【００５７】図３に示すように、保存制御手段６３′
は、画像判定手段６２から出力された判定結果のみを入
力し、観察不適画像であると判定された画像の画像保存
手段５０への保存を禁止するものである。また、この保
存制御手段６３′は、画像保存手段５０へ画像を保存さ
せる複数の画像保存モードを有し、第１の保存モードと
しては画像を静止画像として所定の時間間隔毎に保存さ
せるモードを有する。
【００５８】次に、第２の実施の形態における作用につ
いて説明する。
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【００５９】まず始めに、図示していない設定手段によ
り、保存制御手段６３′の画像保存モードが第１の保存
モードに設定され、蛍光画像として広帯域蛍光画像のみ
が取得されるように装置制御ユニット６４が設定され
る。すなわち、装置制御ユニット６４から出力された命
令によって、光源ユニット１０において励起光Ｌｅおよ
び通常光Ｌｔが射出されるように設定され、蛍光画像取
得ユニット３０において蛍光撮像素子３３によって広帯
域蛍光画像のみが撮像され、蛍光画像演算器３６におい
て入力した広帯域蛍光画像がそのまま蛍光画像として出
力されるように設定される。
【００６０】次に、フットスイッチ８２によって、選択
手段６１が蛍光画像を観察対象画像として選択するよう
に設定する。この設定結果は選択手段６１から装置制御
ユニット６４に出力され、装置制御ユニット６４からの
命令によって光源ユニット１０から励起光Ｌｅが射出さ
れ蛍光画像取得ユニット３０によって生体組織１から発
せられた広帯域波長領域の蛍光による広帯域蛍光画像が
取得される。この取得された広帯域蛍光画像は蛍光画像
取得ユニット３０から出力され選択手段６１および映像
信号処理回路６５を経由して表示器８１に表示される。
【００６１】また、保存制御手段６３′の画像保存モー
ドが第１の保存モードに設定されているので、取得され
た広帯域蛍光画像が静止画像として所定の時間間隔毎に
画像保存手段５０に保存される。一方、選択手段６１に
よって選択されていない通常光画像を取得する通常光画
像取得ユニット４０においては、光源ユニット１０から
通常光が照射されないので、上記第１の実施の形態と同
様に通常光画像強度検出器４４によって検出される通常
光画像の強度は閾値以下となり、通常光画像は保存禁止
となって画像保存手段５０に間違えて通常光画像が保存
されることはない。
【００６２】なお、蛍光画像および通常光画像の強度が
弱く両画像の強度が閾値未満となった場合には両画像の
保存は禁止されるが、両方の画像の保存が禁止された場
合には通常光画像が画像保存手段５０の通常光画像保存
領域５２に繰り返し上書きされて、その後蛍光画像およ
び通常光画像のいずれかの保存の禁止が解除されたとき
に、最も新しく上書きされた通常光画像のみが通常光画
像保存領域５２に保存される。
【００６３】また、フットスイッチ８２によって、観察
対象画像が通常光画像となるように設定されると、上記
と反対に通常光画像が第１の保存モードによって保存さ
れ、蛍光画像の保存が禁止される。その他の構成および
作用は第１の実施の形態と同様である。
【００６４】このように、第２の実施の形態においては
閾値未満の強度を持つ観察不適画像の画像保存手段５０
への保存を防止することができる。
【００６５】なお、上記実施の形態の蛍光内視鏡装置に
おいては、蛍光像Ｚｋと通常光像Ｚｔとを蛍光イメージ
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ガイド２５と通常光イメージガイド２７とを用いてそれ
ぞれ蛍光画像取得ユニット３０と通常光画像取得ユニッ
ト４０とに導いたが、蛍光イメージガイド２５をこれら
２種類の像の伝播に共用して用いるようにしてもよい。
この場合、蛍光像Ｚｋが蛍光撮像素子３３によって撮像
され、通常光像Ｚｔが通常光撮像素子４３によって撮像
されるように結像レンズ３１の後に全反射切替ミラー等
を設置して蛍光像Ｚｋと通常光像Ｚｔとの光路が切り替
えられるようにすればよい。
【００６６】図４は、本発明の第３の実施の形態の蛍光
内視鏡装置の概略構成を示すブロック図である。第３の
実施の形態の蛍光内視鏡装置は、第１の実施の形態の蛍
光内視鏡装置における構成中の画像の強度を検出および
判定する手段を取り除き、通常光撮像素子を挿入ユニッ
ト先端に配置してイメージファイバを介さずに通常光像
Ｚｔを通常光撮像素子によって直接撮像するように構成
したものである。その他は第１の実施の形態と同様の構
成からなる。以下、第１の実施の形態の蛍光内視鏡装置
と同様の構成については同じ符号を使用し説明を省略す
る。
【００６７】図４に示すように、第３の実施の形態の蛍
光内視鏡装置の保存制御手段６３″は、選択手段６１か
ら出力された選択結果のみを入力し、観察対象画像とし
て選択された画像の画像保存手段５０への保存を可能と
するものである。また、この保存制御手段６３″は、画
像保存手段５０へ画像を保存させる複数の画像保存モー
ドを有し、第２の画像保存モードとして画像を所望のタ
イミングにおいて静止画像として保存させるモードを有
する。
【００６８】通常光画像取得ユニット４０′は、挿入ユ
ニット２０′の先端に配置された対物レンズ２６を通し
て結像された生体組織１の通常光像Ｚｔを撮像する通常
光撮像素子４３、通常光撮像素子４３から出力された画
像信号を伝送する伝送ケーブル４６、および伝送ケーブ
ル４６によって伝送された画像信号をＡ／Ｄ変換して通
常光画像を表す画像データとして出力するＡ／Ｄ変換器
４５を備えている。
【００６９】次に、第３の実施の形態における作用につ
いて説明する。
【００７０】まず始めに、図示していない設定手段によ
り、保存制御手段６３″の画像保存モードが第２の保存
モードに設定され、蛍光画像取得ユニット３０において
蛍光画像として狭帯域蛍光画像が取得されるように装置
制御ユニット６４が設定される。
【００７１】次に、フットスイッチ８２によって選択手
段６１が通常光画像を観察対象画像として選択するよう
に設定する。この選択結果は選択手段６１から保存制御
手段６３″および装置制御ユニット６４に出力され、選
択結果を入力した保存制御手段６３″は、観察対象画像
として選択された通常光画像のみが画像保存手段５０に
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保存可能となるように画像保存手段５０を制御する制御
信号を出力する。また、選択結果を入力した装置制御ユ
ニット６４の制御によって、光源ユニット１０から通常
光Ｌｔが射出され、生体組織１によって反射された反射
通常光に基づく通常光画像が通常光画像取得ユニット４
０′によって取得される。
【００７２】なお、通常光画像取得ユニット４０′によ
る通常光画像の取得は次のように行なわれる。すなわ
ち、通常光像Ｚｔは挿入ユニット２０′の先端に配置さ
れた対物レンズ２６を通して通常光撮像素子４３の撮像
面上に結像され撮像されて通常光撮像素子４３から画像
信号として出力される。この出力された画像信号は伝送
ケーブル４６を経由してＡ／Ｄ変換器４５によってＡ／
Ｄ変換される。
【００７３】取得された通常光画像は通常光画像を表す
画像データとして通常光画像取得ユニット４０′から出
力され選択手段６１および映像信号処理回路６５を経由
して表示器８１に表示される。
【００７４】また、保存制御手段６３″の画像保存モー
ドが第２の保存モードに設定されているので、通常光画
像取得ユニット４０′によって取得された通常光画像は
所望のタイミングにおいて静止画像として保存される。
すなわち、手元スイッチ８３を押したときに通常光画像
が静止画像として画像保存手段５０に保存される。
【００７５】また、フットスイッチ８２によって、観察
対象画像を蛍光画像に切り替えると、上記と反対に蛍光
画像のみが画像保存手段５０に保存可能となり第２の保
存モードによって保存される。その他の構成および作用
は第１の実施の形態と同様である。
【００７６】このように、第３の実施の形態においては
選択されている観察対象画像のみを画像保存手段５０に
保存可能とすることができるので、観察対象画像として
選択されていない不要な画像の保存を防止することがで
きる。
【００７７】図５は、本発明の第４の実施の形態の蛍光
内視鏡装置の概略構成を示すブロック図である。第４の
実施の形態の蛍光内視鏡装置は、第３の実施の形態の蛍
光内視鏡装置における構成中の図４に示す保存制御手段
６３″が持つ機能中の、選択手段６１から選択結果を入
力して観察対象画像のみを保存可能とする制御信号を画
像保存手段５０に対して出力する機能を保存制御手段６
３″から除いて、この機能を、観察対象画像を画像保存
手段５０に保存する経路の変更によって実現したもので
ある。以下、第３の実施の形態の蛍光内視鏡装置と同様
の構成については同じ符号を使用し説明を省略する。
【００７８】図５に示すように、第４の実施の形態の蛍
光内視鏡装置は、蛍光画像および通常光画像を画像保存
手段５０′に保存するための経路を、選択手段６１の出
力側から画像保存手段５０′に向かう経路ｅとして設定
したものである。これにより、選択手段６１によって選
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択されている観察対象画像のみを画像保存手段５０′に
保存可能とすることができる。すなわち、第４の実施の
形態においては、選択手段によって選択されている観察
対象画像のみを画像保存手段に保存可能とする保存制御
手段が、選択手段６１と経路ｅと保存制御手段６３＊と
によって構成されることになる。
【００７９】なお、画像保存手段５０′の画像保存領域
５３は蛍光画像の保存領域と通常光画像の保存領域とを
区別して設定しておらず、保存される画像は画像の種類
にかかわらず時系列的に保存領域に順次保存される。そ
の他の構成および作用は第３の実施の形態と同様であ
る。
【００８０】図６は、本発明の第５の実施の形態の蛍光
内視鏡装置の概略構成を示すブロック図である。第５の
実施の形態の蛍光内視鏡装置は、第３の実施の形態の蛍
光内視鏡装置における構成中の表示機能を変更し、蛍光
画像を表示させる表示器と通常光画像を表示させる表示
器とをそれぞれ個別に設けたものである。以下、第３の
実施の形態の蛍光内視鏡装置と同様の構成については同
じ符号を使用し説明を省略する。
【００８１】図６に示すように、第５の実施の形態の蛍
光内視鏡装置は、選択された観察対象画像の種類あるい
は画像の強度等によらず２種類の画像が常に表示されて
いる。すなわち、常に蛍光画像取得ユニット３０からの
出力は映像信号処理回路６５Ａを経由して表示器８１Ａ
に表示され、通常光画像取得ユニット４０′からの出力
は表示映像信号処理回路６５を経由して表示器８１Ｂに
表示されている。
【００８２】フットスイッチ８２によって選択手段６１
＊が通常光画像を観察対象画像として選択するように設
定すると、この選択結果は選択手段６１＊から保存制御
手段６３″および装置制御ユニット６４に出力される。
保存制御手段６３″は、この選択結果を入力すると、観
察対象画像として選択された通常光画像のみが画像保存
手段５０に保存可能となるように画像保存手段５０を制
御し、選択結果を入力した装置制御ユニット６４は各ユ
ニットを制御し、光源ユニット１０から通常光Ｌｔが射
出され、生体組織１によって反射された反射通常光に基
づく通常光画像が通常光画像取得ユニット４０′によっ
て取得される。
【００８３】これにより、通常光画像取得ユニット４
０′によって取得された通常光画像は映像信号処理回路
６５Ｂを経由して表示器８１Ｂによって表示されると共
に、画像保存手段５０には通常光画像のみが保存可能と
なる。
【００８４】一方、観察対象画像として選択されていな
い蛍光画像については、励起光Ｌｅが光源ユニット１０
から射出されないので、蛍光画像取得ユニット３０から
の出力はダークノイズとなり、このダークノイズが画像
として表示器８１Ａに表示される。
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【００８５】ここで、観察対象画像として選択されてい
る画像の確認は、フットスイッチ８２による選択信号を
入力した選択手段６１＊から出力された識別信号により
ランプを点灯させることにより行なわれる。すなわち、
選択手段６１＊から出力された識別信号は観察対象とし
て選択されている画像に対応する蛍光画像識別ランプ８
９Ａおよび通常光画像識別ランプ８９Ｂのいずれかを点
灯させるので、このランプの点灯により観察対象画像を
確認することができる。その他の作用は第３の実施の形
態と同様である。
【００８６】このように、ランプの点灯により保存する
画像の種類を確認することができるようにすれば、例え
ば装置の故障等により表示器に間違った画像が表示され
ていても保存可能となっている画像が蛍光画像であるか
通常光画像であるかを確認することができる。
【００８７】なお、上記蛍光画像強度検出器および通常
光画像強度検出器によって検出する画像の強度は、撮像
した画像の全ての領域の検出強度を用いる場合に限ら
ず、撮像した画像の中心部の領域の検出強度あるいは画
像中の複数点における検出強度等を用いてもよい。
【００８８】また、この種の蛍光画像保存装置は、生体
組織に励起光を照射した際に発生する蛍光（自家蛍
光）、および予め蛍光診断薬を吸収させた生体組織に励
起光を照射した際に発生する蛍光（薬剤蛍光）に共通に
用いられるものである。
【００８９】また、画像保存手段は、記憶媒体にビデオ
テープ、ＤＶＤ、ハードディスク、ＭＤ等どのような媒
体を用いた装置であってもよい。
【００９０】また、保存制御手段から画像保存手段に対
して画像を保存する制御信号を出力するときに、画像の
保存時間間隔、静止画像であるか否か、蛍光画像である
か通常画像であるか等の情報を含むインデックスを付加
して画像を保存させるようにしてもよい。これにより、
画像保存手段に保存された観察画像の検索や所望タイミ
ングの呼出再生等を非常に容易に実行することができる
ようになる。
【００９１】また、上記実施の形態による蛍光内視鏡装
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置においては、蛍光撮像素子を挿入ユニット外に設置す
る形態としたが、これを挿入ユニットの先端部に設置す
るようにしてもよい。この場合、図２に示した回転フィ
ルタ３２（光学透過フィルタ）の代わりに、この回転フ
ィルタと同等の機能を有するモザイクフィルタを蛍光撮
像素子の前面に設置すればよい。
【００９２】また、本発明の蛍光画像保存装置は、内視
鏡に限らずコルポスコープ、手術用顕微鏡等にも適用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による蛍光内視鏡装
置を示すブロック図
【図２】回転フィルタの詳細な構造を示す拡大図
【図３】本発明の第２の実施の形態による蛍光内視鏡装
置を示すブロック図
【図４】本発明の第３の実施の形態による蛍光内視鏡装
置を示すブロック図
【図５】本発明の第４の実施の形態による蛍光内視鏡装
置を示すブロック図
【図６】本発明の第５の実施の形態による蛍光内視鏡装
置を示すブロック図
【符号の説明】
１    生体組織
１０    光源ユニット
２０    挿入ユニット
３０    蛍光画像取得ユニット
４０    通常光画像取得ユニット
５０    画像保存手段
６１    選択手段
６２    画像判定手段
６３    保存制御手段
８１    表示器
１００    蛍光内視鏡装置０
Ｌｅ    励起光
Ｌｔ    通常光
Ｌｓ    参照光
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